
• 国が定めている人権保護の義務はもとより人権を尊重する主体
として事業活動を行います。

• 当社が提供するサービスや商品が人権に対して悪影響になるこ
とがないよう合理的な判断と努力を行い、そのような負の影響
が生じた場合は当該影響の解消に向けて真摯に努力します。
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